
Nihon Fukushi University COE                        Masumi SHINYA  The inclusion of "adequate housing" in China, Japan      
新家 増美 日中の包摂的居住保障に関する研究  『第６回日中韓居住問題国際会議学術論文集』 2006 pp41-46

（日本語版 pp43-44） 
 
 

-43- 

日中の包摂的居住保障に関する研究  

T h e  i n c l u s i o n  o f  " a d e q u a t e  h o u s i n g "  i n  C h i n a ,  J a p a n  
 

新家 増美*    M a s u m i  S H I N YA  

キーワード ; 適切な居住  、社会的包摂、公共住宅  

K e y w o r d s ;  A d e q u a t e  h o u s i n g ,  S o c i a l  i n c l u s i o n ,  P u b l i c  h o u s i n g  

 

*
日本福祉大学C O E主任研究員  

 

はじめに 

 日中両国では「正規・長期継続雇用」勤労者（日本では中間

層、中国では都市部の主要な政府機関、企業・事業単位に

属する勤労者）へ生活給や雇用、企業内福祉を長期的に保

障する一方で、企業への忠誠心を求めて、社会安定がはか

られてきた。 

 しかし両国では雇用の多様化によって、企業内福祉などの

インフォーマルな社会保障は弱体化し、少子高齢化も急速

に進行している。このため基本的な社会保障制度の強化が

必要となっている。持続的に安定した社会発展のためには、

社会的弱者を包摂した居住保障のソーシャルセーフティネ

ットが重要となる。 

 本論では両国の居住保障政策について、こうした視点から

階層別住宅供給の現状と課題を分析し、包摂的な居住保

障のあり方について考察する。 

 

１．日中両国の階層別住宅政策 

 日本では戦後の住宅難を解消するため、住宅金融公庫、

住宅の開発・分譲、賃貸を手がける住宅公団（国）や住宅供

給公社（地方自治体）、低所得の住宅困窮層向けの公営賃

貸住宅という政策手法をとってきた。1950年代より政府機関・

企業の勤労者への給与住宅制度化が進められ、60年代の

福利厚生合理化の中でこの制度は企業の持家支援制度へ

とかわった。企業の持家支援制度は勤労者財産形成融資

などの公的住宅金融の整備を経て社会化されてきた。住宅

の循環方式（若年層は寮、社宅や公共住宅に入居し貯蓄、

その後会社からの支援や公的融資を受け持家を取得する）

によって政府機関・大企業の勤労者の多くが持家層になっ

た。 

 1966 年より政府は住宅建設五カ年計画を実施し一定の成

果をおさめたが、昨年第 8 期で終了した。最低居住水準未

満世帯が全国で200万世帯あるにもかかわらず、政府は「住

宅は個人の甲斐性で手に入れるべき私的財産」とした姿勢

で、今後は住宅供給をほぼ市場に委ねようとしている。また

政府の土地政策の失敗によって 80 年代後半、日本企業が

総不動産業化したかのような不動産投機によって地価は暴

騰し、住宅価格、家賃も高騰した。住宅用地取得は困難とな

り、公的住宅供給戸数は減少した。さらにバブル崩壊後の

地価下落で、放漫な経営をしてきた住宅金融公庫、住宅公

団、全国の住宅供給公社の大半も経営が悪化し、公的住宅

供給部門は住宅金融や住宅分譲事業などから撤退した。 

 中国の住宅保障は、公的住宅金融制度と所得階層別の持

家政策（市場価格の商品住宅、勤労者向けの普通住宅、中

低所得者向けの経済適用住宅）、低所得者への家賃補助か

らなる。新中国建国後、都市の政府機関、企業・事業単位の

従業員に対して給与住宅が与えられた。1980~90 年代に企

業自主権が拡大し、社員のための住宅に多くの企業自己資

金が投資された。後にこれらを含めた給与住宅は職階や就

業年数に基づいた優遇価格で居住者に払い下げられた。こ

うした大量の住宅供給によって、85年の「2000 年に都市部の

一人当たり居住面積8㎡」とした目標は95年に達成され、多

くの持家層が誕生した。その後、社会主義市場経済への移

行にともない、公的住宅金融制度をつくり社会化した持家政

策を推進、不動産・住宅産業を育成した。一方、近年の不動

産投資の加熱は住宅価格を高騰させている。今後は持ち家

政策への偏重を改め、勤労者向けの住宅や公共賃貸住宅

の供給の促進、転売益への課税強化、現在は実施されてい

ない固定資産税、相続税の導入が課題である。  
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２．住宅弱者の包摂 

 日本では1951年より公営住宅の入居資格は所得階層の

80％を対象としたが、96年には25％に縮小された。しかしこ

れはあくまでも入居資格であって、いずれの時期においても、

供給量は少なかった。都市郊外に立地する多くの公営住宅

は交通の便が悪く、職場等へのアクセスが難しい。家賃補助

は生活保護の住宅扶助で行われているが、居住水準につ

いての保障はない。このため公営住宅の居住水準は必ずし

もよくない。 

 公営住宅は当初、単身者や外国人を排除してきた。公営住

宅法の数次の改正によって外国人・高齢者・障害者の入居

緩和がなされた。一方、公営住宅にこうした特定階層が集中

する問題が起きている。また、公共住宅の建て替えや入居

所得基準超過を理由に、民間家賃が高く、出て行くところが

ない居住者を退去させている。 

 中国の経済適応住宅は平米あたり単価を低く抑えて販売さ

れている。当初は面積が広く価格が高いため、中所得勤労

者は購入できない物件が多かった。現在、供給量は少ない

が、建築面積を小規模にし、所得による購入制限、転売禁

止等を制度化しつつある。以前は住宅の立ち退き時に世帯

人数に応じた最低居住面積を保障し、代替住宅を現物支給

した。しかし、90年代後半、立ち退き補償は現有住宅の面

積・構造・立地等を査定した現金補償となった。その結果、

都市部で簡易家屋などの居住者への補償は少なくなり、代

替住居の確保が困難になった。また、都市には従来の社会

保障ではカバーできない人々が増えている。そのため主要

都市では生活保護を整備するとともに最低居住保障制度

（最低居住水準を保障するための家賃補助）を起ち上げた。 

おわりに 

 日中いずれにおいても住宅困窮者の数は増え続けており、

適切な公的住宅への需要は大きい。居住の主体である住民

の参画により、公的住宅の直接供給、家賃補助、非営利組

織による住宅供給支援など多様な方法での住宅供給が望

まれる。しかし、すべての住民に適切な居住を保障する責任

は政府にある。 
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